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本日のプログラム

1.はじめに 日本の医療制度

2. 1980年代以降の医療・社会保障

3.医療分野のデジタル化・IT化

4.マイナンバーカードの保険証利用



1.日本の医療制度＝「国民皆保険」

国民皆保険制度（社会保険、国民健康保険）
• 50年勧告…憲法25条・生存権保障を基盤とした社会保険方式を提唱

• 皆保険…いつでも、どこでも、誰でも、少ない負担で必要な医療を受けられる

• 財源構造…保険料5（個人3・事業主2）：公費4（国2.5・自治体1.5）：一部負担1

• 一部負担（自己負担）割合…現役世代3割、前期高齢者2割、後期高齢者1割

• 高額療養費制度…所得に応じ自己負担限度額を設定（超えた部分は返金）
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2. 1980年代以降の医療・社会保障

•第2次臨調行革（1981年～）

“自助”を強調、社会保障費の国庫負担の引き下げ

• 「医療費亡国論」（1983年～）

低医療費政策、医師数抑制

• 95年勧告（1995年～）

社会連帯の強調、社会保障における公的責任の後退



•新自由主義に基づく構造改革路線（2001年～）
➢ 老人医療500円定額→1割、社保2割→3割

➢ 民間企業等の利益誘導（混合診療拡大、株式会社による医院経営容認）

•社会保障と税の一体改革（2011年～）
➢ 自助を前面に、消費税の段階的引き上げ（社会保障目的税化）

➢ 前期高齢者1割→2割

•全世代型社会保障改革（2020年～）
➢医療制度改革関連法案…年収200万円以上の後期高齢者の自己負担1割→2割
（22年後半）

自助の強要（公助の縮小）、医療・社会保障費の抑制、医療分野の市場・営利化
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３．医療分野のデジタル化

•次世代ヘルスケア（2017年～）

➢官邸→未来投資会議→厚労省

➢政府財界主導の成長戦略

•データヘルス改革（2018年～）

➢2020年度の提供を目指してきた８つのサービス

➢2021年以降に目指す未来

➢「集中改革プラン」 3つのアクション（2022年度運用？）



2018.5.17
未来投資会議
配布資料
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• データヘルス改革とデジタル改革関連法案の共通ワード

➢マイナンバーカードとマイナポータル

• マイナポータルはマイナンバーカード（電子証明書）がなければ閲覧、
利用できない

➢マイナンバーカード（電子証明書）が全てのデジタル・IT戦略の必
須ツール

➢政府があらゆる手段を講じて普及させたい理由

➢3月から始まる「マイナンバーカードの保険証利用」は、医療をダ
シに使ったカード普及策



菅政権でマイナンバーカード普及策が加速
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マイナンバーカードの保険証利用とは
＝オンライン資格確認

医療機関の窓口で行っている保険証の確認（＝医療保険の資格情報
の確認）をオンラインで電子的に行うこと

2021年3月末から本格的に運用開始（予定）



内閣府ウェブサイト「マイナンバー（社会保障・税番号制度）」より



マイナンバーカードの構造と心臓部

氏名

住所

生年月日 性別

顔写真
（顔認証に対応）

マイナンバー（個人番号１２桁）

電子証明書
（公的個人認証）
※ICチップ内に収載
※これがカードの心臓部！



総務省ウェブサイト「マイナンバーカード」より



電子証明書（公的個人認証）とは

•電子的な実印・印鑑登録・印鑑証明（本人確認の真正性を担
保する手段）

•ざっくり表現すると、本人しか持ちえない・使えない電子的なカ
ギ（記号・符号）

•公開鍵暗号方式（目に見えない記号と符合の羅列を暗号とす
る方式）を利用して電子署名を行い、なりすましや改ざんを防
止



マイナンバーカードの正体は「電子証明書」

• マイナンバーカードという名称であるにもかかわらず、用途はマイナン
バー制度に限定していない。

➢マイナンバー（番号制度）とマイナンバーカード（電子証明書・公的個
人認証）は“別物”と考えるべき

• （感覚的には）マイナンバーカードを使ったマイナンバー関連の各種手
続きは、カードの利用方法の１割ほど。残りの９割は、マイナンバー制
度と関係のない利用ばかり（今は使える場面が少ないが）

• マイナンバー制度のインフラなどではない！「公的個人認証カード」、
「電子証明書カード」といった名称が妥当

重
要
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オンライン資格確認の導入に必要なもの

1. オンライン資格確認専用の端末（パソコン）
➢Windows10IoTEnterprise2019LTSC64bit版

➢IntelCorei3-8145U以上

2. マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器
➢顔認証付きカードリーダー

3. ネットワーク環境
➢IP-VPN（オンライン請求と同様の閉域網）

4. レセコン、電子カルテ等の既存システムの改修等
➢被保険者記号・番号の自動入力システム

➢資格確認専用端末との接続用のルーター等





政府が謳う医療機関にとってのオンライン資格確認のメリット

① 保険証の入力の手間削減

② 資格過誤によるレセプト返戻の作業削減

③ 来院・来局前に事前確認できる一括照会

④ 限度額適用認定証等の連携

⑤ 薬剤情報・特定健診情報の閲覧

⑥ 災害時における薬剤情報・特定健診情報の閲覧



検証①保険証の入力の手間削減

•高齢者など、カード読み取りや顔認証が
困難な患者への介助＝新たな手間

• マイナンバーカードの院内紛失（職員総
出の捜索作業、患者トラブルの発生）

•顔認証時のマスク外し＝感染対策に逆行

当面は保険証での受診が大半。

よって毎回の被保険者記号・番号の入力
という新たな業務が増えることに！



医療機関は高度なICT能力、高度なセキュリティが必要に・・・

•システムトラブルへの対応
➢トラブルの原因の判明と復旧のための対応

•レセコン・電子カルテが常時オンライン接続に

➢被保険者記号・番号等がレセコン等に自動入力されなければ、医療
機関の入力業務の削減にはならない

➢IP-VPN（専用回線・閉域網）との接続でも、近年ではサイバー攻撃に
よる被害が多発

➢どんな理由でも、患者の医療情報が漏れたら、医療機関の責任に

➢より強力なセキュリティ対策が必要



医療機関のオンライン資格確認への対応は“任意”

•機器・設備の整備、実施は義務ではない

•オンライン資格確認に対応しない医療機関は、現行の保険
証券面の目視による資格確認を継続して行う（行える）

•オンライン資格確認に対応しないために、支払基金等に
「猶予」・「免除」等の届出をする必要はない

•カードリーダー、設備補助金の申請〆切は2023年6月。ま
だ2年以上も先

重
要
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医療情報は機微性の高い要配慮個人情報

•病名や病歴、身体的な特徴
➢「就職できない」、「誹謗中傷を受けた」

➢ネット上にひとたび漏洩・流出すれば、回収や消去は不可能で
被害は甚大に

•医療情報のマーケティング価値の高さ
➢「これで病気が治る！」悪徳商法

➢人の弱みに付け込んだ商売が広がる懸念

➢生命保険会社にとっては「金のなる木」



2021.2.12厚労省・社会保障審議会医療保険部会資料

•社会保障個人会計（マイナンバーで実現可能）⇒負担の範
囲内で給付を抑制

•医療情報（ビッグデータ）分析による抑制策の正当性の裏
付け、新たな政策立案の材料

•マイナポータル⇒医療分野においては自助（自己責任）の
強要、医療・健康情報の民間活用

•営利活用を虎視眈々と狙う民間企業（健康産業、民間保険
など）

医療費抑制と産業化のツールに















ご清聴ありがとうございました


